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   佐賀大学海浜台地生物環境研究センター規則 

（平成１６年４月１日制定） 

 （趣旨） 

第１条 この規則は，国立大学法人佐賀大学基本規則（平成１６年４月１日制定）第２２

条第２項の規定に基づき，佐賀大学海浜台地生物環境研究センター（以下「センター」

という。）の組織及び運営に関し，必要な事項を定めるものとする。 

 （目的） 

第２条 センターは，海浜台地において高度な生物生産体系を確立するため，海浜台地に

おける生産資源の開発・利用，生産環境の保全及び流通情報システムの開発に関する研

究を推進し，もって佐賀大学（以下「本学」という。）の研究教育活動及び学術交流の

活性化を図り，併せて地域及び我が国内外の環境に配慮した生物生産技術の向上発展に

寄与することを目的とする。 

 （業務） 

第３条 センターは，前条に掲げる目的を達成するため，次に掲げる業務を行う。 

 (1) 学内及び他大学との共同研究に関すること。 

 (2) 産官学諸機関との共同研究に関すること。 

 (3) 海外の大学及び諸研究機関との国際共同研究に関すること。 

 (4) 学術情報の提供に関すること。 

 (5) 地域及び海外の技術者に対する高度な技術教育及び研修に関すること。 

 (6) 本学の学生に対する実際的な応用教育及び研究指導に関すること。 

 (7) その他海浜台地に関すること。 

 （職員） 

第４条 センターに，次の職員を置く。 

 (1) センター長 

 (2) 副センター長 

 (3) 専任の教員 

 (4) その他必要な職員 

 （センター長） 

第５条 センター長は，本学の専任の教授のうちから選考する。 

２ センター長は，センターの業務を掌理する。 

３ センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （副センター長） 

第６条 副センター長は，本学の専任の教員をもって充てる。 

２ 副センター長は，センター長を補佐し，センターの業務を整理する。 

３ 副センター長の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 副センター長に欠員が生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 

 （客員教授等） 

第７条 センターに，客員教授及び客員准教授を置くことができる。 



 2 

 （センター長，副センター長，センターの専任の教員及び客員教授等の選考） 

第８条 センター長，副センター長，センターの専任の教員及び客員教授等の選考は，次

条に定める運営委員会の議を経て，学長が行う。 

 （運営委員会） 

第９条 センターに，佐賀大学海浜台地生物環境研究センター運営委員会（以下「運営委

員会」という。）を置く。 

２ 運営委員会は，次の各号に掲げる事項を審議する。 

 (1) センターの管理運営の基本方針に関する事項 

 (2) センターの人事に関する事項 

 (3) その他センターの管理運営に関する重要事項 

 （組織） 

第１０条 運営委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

 (1) センター長及び副センター長 

 (2) センターの専任の教員 

 (3) 各学部（理工学部を除く。）から選出された教員 各２人（ただし，医学部からは，

１人とする。） 

 (4) 工学系研究科から選出された教員 ２人 

２ 前項第３号及び第４号の委員の任期は２年とし，再任を妨げない。 

３ 第１項第３号及び第４号に掲げる委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は，前任

者の残任期間とする。 

 （委員長） 

第１１条 運営委員会に委員長を置き，センター長をもって充てる。 

２ 委員長は，運営委員会を招集し，その議長となる。 

３ 委員長に事故があるときは，副センター長がその職務を代行する。 

 （議事） 

第１２条 運営委員会は，委員の過半数が出席しなければ，議事を開き，議決をすること

ができない。 

２ 運営委員会の議事は，出席した委員の過半数をもって決し，可否同数のときは，議長

の決するところによる。ただし，教員の人事に関する事項及び特に重要な事項について

は，出席した委員の３分の２以上の賛成を必要とする。 

 （専門委員会） 

第１３条 運営委員会は，専門的事項を審議するため，必要に応じて，専門委員会を置く

ことができる。 

 （意見の聴取） 

第１４条 運営委員会は，必要に応じて，委員以外の者の出席を求め，その意見を聴くこ

とができる。 

 （事務） 

第１５条 センター及び運営委員会の事務は，学術研究協力部研究協力課において処理す

る。 
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 （雑則） 

第１６条 この規則に定めるもののほか，運営委員会の議事の手続その他その運営に関し，

必要な事項は，運営委員会が定める。 

  

 

   附 則 

１ この規則は，平成１６年４月１日から施行する。 

２ この規則施行後，最初に任命されるセンター長及び副センター長の選考は，国立大学

法人佐賀大学の初代部局長等の選考に関する規則（平成１６年１月１６日制定）に基づ

き，選出された候補者を第８条の規定により選考されたものとみなし，学長が行うもの

とする。 

   附 則（平成１７年５月２０日改正） 

 この規則は，平成１７年５月２０日から施行し，平成１７年４月１日から適用する。 

   附 則（平成１９年３月２２日改正） 

 この規則は，平成１９年４月１日から施行する。 

附 則（平成２２年３月１９日改正） 

１ この規則は，平成２２年４月１日から施行する。 

２ この規則施行の際現にこの規則による改正前の佐賀大学海浜台地生物環境研究センタ

ー規則第１０条第１項第３号により理工学部から選出されている教員は，この規則によ

る改正後の佐賀大学海浜台地生物環境研究センター規則（以下「新規則」という。）第

１０条第１項第４号により工学系研究科から選出された教員とみなし，その任期は新規

則第１０条第２項の規定にかかわらず，理工学部から推薦された教員としての任期の末

日までとする。  

   附 則（平成２２年１１月２４日改正） 

 この規則は，平成２２年１１月２４日から施行する。 

 


